
芦別市行財政改革実施計画取組結果報告書（改革事項別）

【事務事業の見直し】
目標
年度

達成
年度 16 17 18 19 20 計

逐次
実施

18

17

18

18
緑地等管理中央センターの委託
料については、導入に伴い効果
が生じ、その他の施設について

指 管 直

【指定管理者】
㈱芦別振興公社

【施設名】

コミュニティセンター等１２施設の
管理運営業務を、町内会等で設
立した管理運営委員会を指定管
理者に指定し管理運営を行って
いる。

【商工観光課商工観光係】

【市民課生活交通係】
公の施設の管理運営につい
て、民間企業の参入を促進
するため指定管理者制度を
導入。

【福祉課福祉係】
公の施設の管理運営につい
て、民間企業の参入を促進
するため指定管理者制度を
導入。

指定管理者として社会福祉協議
会に委託することで管理体制を整
備した。

事業名
項目
番号 実　施　状　況

株式会社芦別振興公社を指定管
理者に指定し、管理運営を行って
いる。健民センターは指定管理者
制度導入以前から利用料金を採
用しているが、緑地等管理中央セ
ンターについては、指定管理者制
度導入と同時に利用料金制を採

1 指定管理者制度の導入

取組効果額（千円）
特記事項改革・改善の内容

達成
評価 取組効果の説明

5,138 4,066 9,214

【指定管理者】
各町内会運営委員会
【施設名】
本町地区生活館、新城多目的研修センター、
啓南多目的研修センター、西芦別多目的研修センター、
黄金多目的研修センター、常磐多目的研修センター、
上芦別多目的研修センター、頼城多目的研修センター、
野花南生活改善センター、上芦別生活館、
緑幸研修センター、ひぐらし研修センター

平成１７年１２月議会条例改正
平成１８年４月１日実施

【効果】
導入前後において実質上大きな
変化なし。

0A

A

平成１７年１２月議会条例改正
平成１８年４月１日実施
【効果】
効果額については、指定管理者
導入が事由ではなく、行革による
経費削減によるもの。
なお、今後は施設使用料も含め
た指定管理者として検討する。

10

【指定管理者】
（社）芦別市社会福祉協議会
【施設名】
芦別市総合福祉センター
芦別市働く婦人の家

18

18

18

18

18

10,218

2,065 875

13,219 4,516

A
は、指定管理者制度導入を直接
の要因とする効果は生じていな
い。

【指定管理者】
（社）社会福祉事業団

【施設名】
老人デイサービスセンター
介護老人保健施設

【施設名】
芦別市陶芸センター
芦別市緑地等管理中央センター
芦別市健民センターオートキャンプ場
芦別市滝里湖オートキャンプ場
芦別健民センター
国設芦別スキー場

A

事業団へ一括して指定管理委託
することにより、ディサービス及び
介護老健施設の事業運営におい
て、協力体制や人員配置の流動
性が発揮できるようになり、効率
的に業務が遂行されるようになっ
た。また、市職員の人件費の削
減や組織の縮小合理化が図られ
た。

【商工観光課商工観光係】
公の施設の管理運営につい
て、指定管理者制度を導入。

【介護保険課介護サービス係】
芦別市老人ディサービスセン
ター及び芦別市介護老人保健施
設における事業運営及び施設管
理について、指定管理者制度を
導入した。

平成１８年度より社会福祉事業団
を指定管理者として指定し、指定
管理者制度に基づく指定管理業
務の委託化を図った。

度導入と同時に利用料金制を採
用。なお、陶芸センター、オート
キャンプ場、国設芦別スキー場
は、収益的施設として位置づける
ことが難しいと判断し、使用料金
制を継続。しかし、国設芦別ス
キー場については、収益的施設と
位置づけることが可能な状況と
なったことから、利用料金制の導
入に向けて検討した。

2,681 5,621

27,953

【体育振興課体育振興係】
公の施設の管理運営について、
民間企業の参入を促進するため
指定管理者制度を導入。

芦別市青少年会館の管理運営業
務について、平成１７年度まで
は、頼城地区町内会を主体とする
芦別市青少年会館運営委員会に
業務委託していたものを、平成１
８年度からは、同運営委員会を指
定管理者とし実施。

A

芦別市青少年会館運営委員会
へ、業務委託していたものを指定
管理者として指定したものであ
り、実質上大きな変化は無し。

0

【指定管理者】
芦別市青少年会館運営委員会

【施設名】
芦別市青少年会館



目標
年度

達成
年度 16 17 18 19 20 計

事業名
項目
番号 実　施　状　況

取組効果額（千円）
特記事項改革・改善の内容

達成
評価 取組効果の説明

18

18

16

16

17

17

17

3
芦別市土地開発公社の
解散

大規模な公共用地取得の予
定が見込まれないため解散
し、事務の合理化を図る。

解散及び残余財産の精算に係る
一連の事務手続きを完了。
平成１６年12月議会へ解散提案

平成１９年度に生きがいバス廃止方針を決定し、平
成２０年度から福祉バスのみとして、直営方式に戻
した。
そのため、平成２０年度の効果額は委託料とバス維
持管理費分を計上した。

―

8,725 4,275 30,450

6 150

114 ―A

8,725

土地開発公社の運営事務（理事
会の開催や市議会への報告な
ど）を削除するとともに、当該事務
に係る一般管理費を削減すること
ができた。
また、近年全国的に土地開発公
社の債務に対する市の財政負担
が問題となっており、財政健全化
法の施行に伴う健全化判断比率
に大きな影響を及ぼしているが、
本市は早い段階で解散処理した

114

6
広報あしべつの編集・発 広報あしべつの編集・発行業 平成17年度から広報あしべつの

編集・発行業務の民間委託業務 A

4
生きがいバス・福祉バス
の運行

生きがいバス・福祉バスの運
行の民間委託化の実施す
る。

実施計画どおり平成１７年４
月より実施し、財政効果も上
げることができた。

6 150

A 民間委託による効果は上がった。 8,725

広報あしべつの作成・発行を民間
委託することによって、職員数の
減（委託前：３名→委託後：１名）
と経費節減を図ることができた

【生涯学習課生涯学習係】
公の施設の管理運営について、
民間企業の参入を促進するため
指定管理者制度を導入。

平成１８年5月１日にオープンした
芦別市芸術文化交流館の指定管
理者として、新城町内会を母体と
した芦別市芸術文化交流館運営
委員会とし実施。

A

芦別市芸術文化交流館の運営管
理を指定管理者に委託すること
により、維持管理経費の軽減が
図られた。

0

【指定管理者】
芦別市芸術文化交流館運営委員会

【施設名】
芦別市芸術文化交流館

17

17

17

17

17

17

17

敬老祝金制度そのものの継続を、今後も検討してい
く。

―6,150

4,145

4,947 5,496 敬老会そのものの継続を、今後も検討していく。20,687

8 敬老祝金の見直し ７７歳支給を廃止。

敬老会を市の主催行事として実
施することもあり、今後の支給対
象者の増加も鑑み、７７歳支給を
廃止した。

市主催の実施にしてからは、その
年度に７５歳に達する方を対象と
しているため、対象者も少なくな
り、出席率も低い。また、平成２０
年度は対象者への記念品も廃止
とした。

5,1207

13,5472,374

町内会連絡協議会への事業実施
内容について説明、町内会側も
町内会ごとの実施について苦労し
ていたところもあり、一定の理解
を得ることができ、平成17年度か
ら市の主催行事として実施でき
た。

平成１９年度から祝金の額を見直
したため、さらに効果が上がっ
た。
８８歳祝金３０，０００円→１０，００
０円
９９歳祝金５０，０００円→３０，００
０円
100歳　祝品

2,980

9,343

5,124

14,895 16,750 54,972

A

A

6
広報あ 編集 発
行業務の民間委託

広報あ 編集 発行業
務の民間委託化の実施

編集・発行業務の民間委託業務
を開始した。

A

敬老会実施補助金の見
直し

関係団体が共同で実行委員
会を組織し年齢を限定して一
同に会して実施するよう改め
る。

6,150と経費節減を図ることができた。
また、取材等の外勤により生じて
いた土日、時間外勤務が減少し
た。

13,984

4,048

A
年齢引き上げによる効果は上
がった。

9
高齢者温泉等利用料扶
助

対象年齢を７０歳に引き上げ
る。

平成１６年１２月議会に対象年齢
を７０歳に引き上げ改正条例提
案、平成１７年４月１日施行。
７月１日交付時期のため経過措
置を設けた。

―



目標
年度

達成
年度 16 17 18 19 20 計

事業名
項目
番号 実　施　状　況

取組効果額（千円）
特記事項改革・改善の内容

達成
評価 取組効果の説明

17

17及び
２０

20

20

20

未実施

16

140 ―13

山火事見張人の配置及
び山火事予消防業務の
森林愛護組合への委託

見張人等を配置する意義や
見張人等を配置していない
市町村が大半なことから廃

平成１６年4月1日実施 支出予算の削減が図られた。 140Ａ

市において代替施設の利用調整
を行い利用農家への影響を緩和
しつつ、管理運営業務を廃止する
ことによって、行政コストの削減
が図られた。

当初は縮小による提案内容で
あったが、平成２０年度から廃止
に向け検討し、平成２０年９月議
会において提案し、平成２１年３
月３１日をもって廃止決定。

1,124 1,164

4,236

4,59410
振動病認定患者温浴療
養扶助

平成１７年４月１日から実施
１人当たり
温浴療養券
年間　６０枚→４８枚
バス券
年間１２０枚→９６枚

平成１６年１２月改正条例提案、
平成１７年４月１日施行。
平成２０年９月廃止条例提案、平
成２１年４月１日施行。

11

C

A

AA

芦別市営牧場は、本市における
家畜の経済飼育を促進し、畜産
の振興を図るため昭和４６年に
設置されたが、近年使用者数及
び乳牛の受入れ頭数が激減し、
管理運営経費が増高している状
況となっていることから、平成19
年度をもって管理運営業務を廃
止。

管理運営業務の廃止方針を定め
た後、市内酪農家に対し数回に
わたり説明会を開催して理解を求
め、平成19年度をもって業務を廃
止した。なお、引続き夏期間の乳
牛の放牧を希望する農家に対し
ては、近隣の滝川丸加山牧場と
の利用調整を行い、放牧に支障
が生じないよう対応を図った。

― ―

―

・平成２８年まで起債償還が残っているため、条例は
廃止できない。
・市営牧場は、その間休止扱いとなる。
・運営業務の廃止　～　平成２０年３月３１日

4,236

1,1041,202

芦別市営牧場管理運営
業務の廃止

12
森林環境保全整備事業
の実施に係る分担金

森林環境保全整備事業補助
金制度において取組んでい
る事業

補助制度において市が事業主体
でなければならないものがある。
また、森林組合との協議により組
合が事業主体として補助事業を
受けられる状況にまだ至っていな
い等の理由により分担条例を廃
止できない

― ― ― ― ―

16

19

19

17

18

17

17

574

２投票所について、町内会へ投票所統合の打診を
実施し、関係町内会から同意できない旨の回答。今
後町内各団体と検討し投票所統合に向けて打診を
実施。
・福住町内会→常磐多目的研修センターへ
・東頼城第二町内会館→西芦別多目的研修セン
ターへ

574

―― 効果額算出の未対象項目とする―

17
各種選挙執行に係る投
票所の統廃合

関係町内会の協力を得なが
ら統廃合を検討。

平成18年に統廃合を実施し、平
成19年4月の選挙から適用。
・油谷集会所を旭町町内会へ統
合
・川岸町内会館を玉川町内会へ
統合
・野花南小学校を野花南改善セン
ターへ統合

投票所 投票所

B

投票所の統廃合は、市長市議選
（市単独費用）の場合は効果があ
るが、国政選挙の場合は投票所
数に応じた選挙委託金が交付さ
れるためメリットはほとんどない。
4年に一度、予算の経費が図られ
る。

A14 除排雪体制の見直し

時間外勤務手当の削減、人
件費の削減、担当職員の健
康管理の改善等を目的に、
除排雪業務に携わる企業に
より組合を設立し、業務を全
面委託する。

当初の計画どおり、平成１９年度
から全面委託を実施。１，３６９時
間もあった時間外手当を６１時間
まで圧縮した。

取組効果額は、平成１８年度執行
見込みと全面委託との比較。平
成１９年度実績と従来の所要額
の比較は、あまりにも煩雑なため
割愛した。時間外手当の効果に
ついても、職員構成により単価も
違う等により割愛。

―

森林愛護組合 の委託
廃止

市町村が大半な とから廃
止する。

18
市民会館舞台技術業務
全面委託

職員が対応している舞台技
術業務について委託し職員
を削減する。

NPO法人たきかわホールと市民
会館大ホールの舞台技術に関す
る業務（音響、照明、舞台監督）に
ついて委託契約を締結。
職員の削減は嘱託職員１名定年
退職の際不補充

AA
平成17年4月1２日委託契約締結

15,400

H16　技術職員人件費　　 8,775,000円
H16 舞台一部委託費　　 １,462,000円
　　　合　計　　　　　　　　 10,237,000円
H17 舞台全面委託費　　　6,387,000円
　　　差引き　　　　　　　　　3,850,000円

3,850 3,850 3,850 3,850

― ―



目標
年度

達成
年度 16 17 18 19 20 計

事業名
項目
番号 実　施　状　況

取組効果額（千円）
特記事項改革・改善の内容

達成
評価 取組効果の説明

18

18

17

18

18

18

17

AA
青年センター夜間及び休日管理
の民間委託により、人件費の面
で大幅な削減が図られた。

4,638 4,638 4,638 13,91419
青年センター夜間及び
休日管理の民間委託

利用者が限定され、全体的
な利用者も減少していること
から、利用受付・管理業務を
委託する。

⑴夜間及び休日管理の民間委託
実施。
⑵窓口管理体制を２名から１名に
縮小するとともにボイラーの運転
管理も委託に統合することで大幅
に経費削減が図られた。
⑶閉館後の管理は、有人管理（嘱
託職員住込み）としていたが機械
警備委託とした。

平成１７年４月１日規則改正
芦別市青少年センタ 規則につ

138 500 ―

―

22
青少年問題協議会委員
定数の見直し

３０名から２０名以内にする。
【委嘱委員数の推移】
H14.4～H16.3　　　24名
H16.4～H18.3　　　19名
H18.4～H20.3　　　19名
H20.4～H22.3　　　18名

平成16年度以降、委嘱委員数の
削減を図った。
平成18年4月1日付けで、条例の
一部改正により、委員の数を「30
人以内」から「19人以内」に変更
するとともに、規則の一部改正に
より、市議会委員の数を「7人以
内」から「3人以内」に変更した。

A
委嘱委員数の削減を図ることに
より、報酬及び費用弁償の削減
を図ることができた。

2 111 111

22,380

138

22,38020
市立病院の給食調理委
託業務の民間委託

入院患者に提供する給食調
理業務を委託し、経費の節
減を図る。

計画では、平成１７年１０月１日か
ら実施予定であったが、委託条件
等に協議の時間を要したため、平
成１８年４月１日から施行。

A

平成1７年１１月３０日に５社による企
画コンペを実施し、業者選定を行い同
年１２月２８日委託契約締結。調理職
員３名のうち、２名は総務係、医事係
へ事務職に職種変更し、１名は学校
給食センターへ異動。
また、嘱託職員５名のうち１名は放射
線室受付業務に職種変更し、臨時職
員１０名は３月末で退職し、委託業者
に再雇用された。

―

17

17

18

18

17

18

17

17

315 302 1,073A
委嘱委員数の削減を図ることに
より、報酬及び費用弁償等の削
減を図ることができた。

158

9名以下から7名以下にす
る。

28

―258
図書館協議会委員報酬・費用弁
償等が削減できた。

平成１8年４月１日実施
委員定数を９名から７名以下に見
直した。

34 34

86

―

A25
図書館協議会委員定数
の見直し

86 86

10234

―

24
社会教育委員定数の見
直し

13名から10名にする。
平成17年１２月議会にて条例改
正議決、規則改正済み
平成１8年４月１日実施

A
社会教育委員報酬の削減が図ら
れた。

29823
青少年センター補導員
数の見直し

８０名以内から５０名以内に
する。
※現状４７名

芦別市青少年センター規則につ
いて一部改正を実施し、補導員の
定数について計画どおり80名以
内を５０名以内とした。
平成17年4月1日委嘱
補導員として、44名を委嘱した。

施設硝子の清掃時期の
見直し

法令で定めのない施設につ
いては清掃時期を見直す。

年１回清掃実施施設
・保健福祉施設すばる
隔年実施施設
・保健センター
・勤労者体育センター
・小中学校

A

【保健福祉施設すばる】
年２回実施→年１回→隔年実施
【保健センター】
３年毎→汚れ具合の実施に改正
【勤労者体育センター】
硝子清掃委託→清掃委託に組入
れ経費節減を図った。
【小中学校】
毎年実施→廃止

経費の節減を図ることができた。0



目標
年度

達成
年度 16 17 18 19 20 計

事業名
項目
番号 実　施　状　況

取組効果額（千円）
特記事項改革・改善の内容

達成
評価 取組効果の説明

17

17

17

18

16

16

17

19

14,251

30 職員研修の見直し
研修内容を見直すとともに、
研修内容に応じて対象者を
見直す。

平成１８年４月１日実施
１　委託研修派遣職員を見直し、
研修予算の縮減が図られた。
２　階層別研修を見直し、各階混
在型のグループ討議などの研修
を実施
３　中空知ふるさと市町村圏基金
を活用した研修事業の拡大要請
を実施。
４　職場内研修の充実や、対外
的・外部派遣研修の取入れにつ
いては未実施。

―7,077 7,174

A31
職員に対する給与等の
口座振替の推進

事務の効率化と事故防止の
観点から通常給与、児童手
当、各種還付金の口座振替
を推進する。

平成１６年６月１８日実施

A

相対する部門の併任となるが、ふ
くそうする事務も多いことから、結
果として効率化が図られるととも
に、事務の円滑化を図られ、人件
費の削減にもつながった。

32
農業委員会局長と農林
課長の兼務

それぞれの業務を総括的に
管理し、簡素で効率的な組
織運営を図る。

平成１９年４月１日実施
平成１８年度において、平成１９年
４月１日から農林課長を農業委員
会事務局長に併任することを決
定。

0 ―

本庁以外の職員は、ATMが無い
ため引き下ろしについて一部不
便が生じたが、会計課の現金取
扱い事務が短縮され、事故防止
につながった。

0 ―

A

研修旅費及び研修講師費用につ
いて、効果額は算定できないが、
これまでの予算に対して確実に
圧縮することができた。

道外出張用務の一時凍
結

やむを得ないものは除き、市
長、議長以外の道外出張用
務の一時凍結。

平成１７年４月１日実施 ―0A

効果額の算定はできないが、平
成１７年度予算から出張者を最小
限に抑制することにより、経費の
節減が図られた。

29

256 37,565 75,057 69,761 63,491 246,130２５項目（うち未実施１項目） 効果額算出対象項目２１項目

費の削減にもつながった。定。

合　　　　　計 AA－3、A－２0、B-1,C-1



芦別市行財政改革実施計画取組結果報告書（改革事項別）

【給与の見直し】
目標
年度

達成
年度 16 17 18 19 20 計

16
～
23

16
～
23

項目
番号

実　施　状　況
（年度別）

33 職員給与の見直し

医師を除く職員給与の
３％カット及び期末手
当の３％カット（4.4月を
4.3月）を行う。
その他、自ら徹底した
改革を図るため、独自
削減を行う。

・平成16年度は11月実施
医師を除く職員の給与を３％、平成16年12
月から手当０．０５月分削減実施
・平成１９年４月～平成２３年３月の４年間
に限り実施
市立芦別病院に勤務する医療職員を除く
職員について、給与１０％、管理職手当て
０．２月分削減
・平成２０年１０月～平成２３年３月の２年６
月間に限り実施
初任層８％、中級以上１０％、管理職手当
０．２月引き下げ。加えて、期末勤勉手当
の加算措置を当分凍結することとした。
・平成１６年５月～平成２３年４月
特別職等及び市議会議員の独自削減。
平成１６年５月～平成１９年４月特別職給
与１０％削減
平成１６年１１月～平成１９年３月特別職、
市議会議員期末手当３％削減

改革・改善
の内容

達成
評価 取組効果の説明事業名

取組効果額（千円）
特記事項

286,450 854,466

・平成１６年９月市議会にお
いて芦別市職員給与条例等
の一部改正
・平成１９年３月市議会にお
いて芦別市職員給与条例等
の一部改正
・平成２０年９月市議会にお
いて芦別市職員給与条例等
の一部改正
・平成１６年４月、平成１６年
９月、平成１９年３月市議会
において芦別市特別職の職
員の給与に関する条例及び
芦別市教育委員会教育長の
給与に関する条例の一部改
正

125,666 248,517AA

厳しい財政環境に対応
すべく、行政改革の一
環として行ったもので、
経費の削減が図られ
た。

62,586 131,247

23

16

20

16

16

厳しい財政環境に対応
すべく、行政改革の一
環として行ったもので、
経費の削減が図られ
た。

236 473 473

市議会議員期末手当３％削減
平成１９年４月から平成２３年４月市長２
０％、副市長、教育長１５％、特別職手当、
市議会議員手当０．２月削減

・芦別市職員の初任給、昇
格、昇給等の基準に関する
規則の一部改正（平成16年9
月公布）

473 473

3,789 2,184

・芦別市職員給与条例施行
規則の一部改正（平成19年3
月公布）
・芦別市職員特殊勤務手当
支給規則の改正（平成19年3
月、6月及び平成20年4月公
布）
・芦別市企業職員給与規程
の改正（平成19年3月、6月
及び平成20年4月公布）

正

2,128

16,95335
退職時特別昇給の廃
止

退職時の2号特別昇給
の廃止

平成16年10月1日実施

厳しい財政環境に対応
すべく、行政改革の一
環として行ったもので、
経費の削減が図られ
た。

5,216 2,289

34
特殊勤務手当の見直
し

賦課・課税客体調査、
行旅病人、水道停止、
週休日勤務（４項目）
その他国にない特殊
勤務手当等の見直し
を行う

平成16年10月1日実施
平成19年４月1日、7月1日及び平成20年4
月1日実施

AA

A 3,475



16

16

17

19

78,132 135,195 129,928 260,140 299,228 902,623

―

・平成１６年９月市議会にお
いて芦別市職員給与条例等
の一部改正

平成16年10月1日実施

18,982

平成19年度給与構造
改革に伴う給与改正に
併せて、住居手当の持
ち家部分を国家公務員
に準拠することとした。
また、借家について
は、病院職員等市外か
ら就職する者の確保の
観点から、現状（国公）
を下回る改正について
は当面見送ることとし

37 住居手当の見直し

経費節減の観点から、
現在住居を借り受け家
賃を支払う職員の住
居手当を引き下げる。

平成19年4月１日実施
B

10,094A

厳しい財政環境に対応
すべく、行政改革の一
環として行ったもので、
経費の削減が図られ
た。

10,094

AA-２、A-2,B-15項目

10,121

合　　計

36
寒冷地手当灯油加算
額の国公準拠

寒冷地手当の支給額
について、国公に準拠
して支給。

8,861



芦別市行財政改革実施計画取組結果報告書（改革事項別）

【財政健全化】
目標
年度

達成
年度 16 17 18 19 20 計

17

20

17

17

20

20

17

17

17

17

平成17年７月1日実施
これまで１０割減免の団体から、使用料が支
払われるようになった。

551 1,218 1,340 1,593

114

【市民会館、青年センター】
減免額を17年度8割、18年7割、19年6割の経
過措置の後、20年から5割減免とする。

A

489 491 699
平成17年２月２５日芦別市なまこ山
総合運動公園体育施設条例施行
規則改正

平成17年４月２５日芦別市民会館条例
施行規則改正
平成１７年４月２５日芦別市青年セン
ター条例施行規則改正

【星の降る里百年記念館】
閲覧料の１．５倍の値上げ

A

平成20年7月1日実施
値上げの影響により、有料観覧者が前年同
期比で１２％減となったが、収入額は約１．３
倍の増額となった。

平成１７年７月1日実施
平成２０年７月1日実施の２度の手数料改定に
より増収となった。

1,270 1,684

【総合体育館・陸上競技場等】
合宿で当該施設を使用する場合、使用料を10
割減免としていたが、平成17年9月1日から道
内の団体は7割5分減免、市内の団体は5割減
免とした。

A 平成１７年９月1日実施 301

【市民年金係】
平成１７年７月１日施行
戸籍附票等写しの発行に伴う料金改正
平成２０年７月１日施行
印鑑登録証の再発行等料金改正

A 1,546 862

取組効果額（千円）
特記事項

改革・改善
の内容

達成
評価

取組効果の説明
項目
番号

実　施　状　況
（年度別）

事業名

【手数料】
減免の範囲及び額
の見直し

383

平成1７年3月28日芦別市手数料条例の
改正

38
【使用料】
減免の範囲及び額
の見直し

使用料・手数料
の見直し

【総合福祉センター、働く婦人の家】
減免額を17年度8割、18年7割、19年6割の経
過措置の後、20年から5割減免とする。

今後、施設の使用範囲、使用料も含め
て検討する。

753 2,557

5,362

4,702

1,980

114

697 724A

平成17年4月1日実施
減免の適用を受ける者、行事の範囲の見直し及び
減免割合について段階的に見直しを実施。
なお、減免の見直しのため、効果額は少ない。

　

１７
及び
２０

【市民課環境衛生係】
①ごみ処理手数料（小動物の焼却）の見直し
②一般廃棄物収集運搬・処分業の許可・許可
更新
③浄化槽清掃業の許可
④収集運搬・処分業及び浄化槽清掃業許可
証の再交付
⑤墓地の使用許可証の書き換え、訂正、再交
付

A
平成１７年７月１日実施
平成２０年７月１日実施

442 497 596 31,471 33,006

17

17

17

17

17

17
61

平成1７年3月28日、平成20年3月19日
芦別市手数料条例の改正

平成17年７月1日実施
平成20年７月1日実施

628

平成1７年3月28日、平成20年3月19日
芦別市手数料条例の改正
法改正等、社会情勢の変化に伴い、審
査、検査に要する時間が拡大したことか
ら、手数料を改正した。

【都市建設課土木係】
都市計画図等交付手数料の額改定

A
平成17年７月1日実施
平成20年７月1日実施

16 23

178 125 185 140

【建築課建築係】
建築基準関係手数料（建築確認申請手数料、
完了検査申請手数料、許可・認定・承認申請、
手数料、道路位置指定申請手数料）の額改定

A

11 11

302 302302

【税務課市税係】
就学援助費の受給外３１項目の諸証明書を有
料化する。
土地家屋名寄帳閲覧手数料の額の引き上げ

A
平成17年７月1日実施
平成20年７月1日実施

平成1７年3月28日、平成20年3月19日
芦別市手数料条例の改正、産業廃棄物
の減量及び処理に関する条例、墓地条
例、火葬条例の改正
ごみ処理手数料及びし尿処理手数料の
値上げについては、市民の生活に密着
したものであることから、市民に与える
影響がとても大きく、下水道料金の値上
げと同様に、他の使用料・手数料と分け
るのが望ましい。

372 1,278
平成1７年3月28日、平成20年3月19日
芦別市手数料条例の改正



目標
年度

達成
年度 16 17 18 19 20 計

取組効果額（千円）
特記事項

改革・改善
の内容

達成
評価

取組効果の説明
項目
番号

実　施　状　況
（年度別）

事業名

1７及
び
２０

【農業委員会】
現況証明手数料及び不動産登記手数料の額
改定

A
平成17年７月1日実施
平成20年７月1日実施

35 21 53 43 152

17

17

17

17

17

17

17

20

平成1７年3月28日、平成20年3月19日
芦別市手数料条例の改正

【消防本部総務予防課予防係】
消防用設備等の証明手数料を改定した。

A

平成１７年７月１日実施
集合煙突検査証明手数料　２００円→４００円
平成２０年７月１日実施
集合煙突検査手数料　　　　５００円→７５０円
集合煙突検査証明手数料　４００円→４５０円
救急搬送証明手数料　　　　３００円→４５０円
防火管理者証明手数料　　 ３００円→４５０円

過去の実績から、諸証明の年間発行件
数は数件のため、行革効果はほとんど
発生しない。

0

A

A

【介護保険課介護サービス係】
保健福祉施設における諸証明手数料の改正

A
平成２０年７月から、施設で発行する諸証明
の手数料を１件１，０５０円から２，１００円に改
正。

過去の実績から、諸証明の年間発行件
数は数件のため、行革効果はほとんど
発生しない。

0

【上下水道課業務係】
・貯水槽水道に係る検査手数料の新設
従来、北海道が実施していた貯水槽水道の
「監理の状況に関する検査」を本市が実施し、
新たに手数料を徴することとした。

【上下水道課業務係】
水道工事完工検査等手数料の改正

55 276 331

平成17年3月28日
芦別市水道事業給水条例の一部改正
平成17年6月30日
芦別市水道事業給水条例施行規則の
一部改正

623194 143 143 143

○検査手数料
一般検査手数料　１７，０００円
簡易検査手数料　　２，４００円
新たな収益の増加につながった。

平成17年3月28日
芦別市水道事業給水条例の一部改正
平成17年6月30日
芦別市水道事業給水条例施行規則の
一部改正

　手数料の算定方法を現状にあった内容（一件の
審査及び検査に要する人件費相当分）に改めた。
新設工事１工事～4,400円に工事費1.6％加算
改造工事１工事～4,100円に工事費1.6％加算
撤去工事１工事～3,200円に工事費1.6％加算

17

19

18

未
実
施

17

１７
～２０

継続中

17

17・
１８

219318

講座受講料の有料化については、平成18年4月1
日実施に向けて17年度中に検討することとしてい
たが作業が難航した。現在アンケート調査等を実
施しているところであるが平成22年4月1日有料化
に向け平成21年度中に検討する。

平成16年～平成２０年の採用者数は９人、退
職者数は62人で差引き53人の減少となり、予
定より5年早く概ねの目標を達成する見込みで
ある。

39 歳入の確保

広告料収入や各種
市民講座等の受講
料などの有料化を
検討

【財政課財政係】
広告料収入

A
平成１９年６月２９日に「芦別市有料広
告掲載に関する取扱規則」を制定し、同
年７月１日から施行。

0

経済状況に見合っ
た職員住宅使用料
の見直し・検討を図
る。

公営住宅の家賃算定に準じて算定を行い、職
員の平均年齢の1月あたりの平均所得を用
い、該当範囲の算定家賃から50％控除した額
を新入居料として設定した。

広報あしべつ広告掲載　５２０千円
市庁舎への広告掲載　　　１７千円
新たな自主財源の確保を図ることとして、一
定の成果を上げることができた。

【生涯学習係】
講座受講料収入

C

184,200 233,541

全国的に職員数を削減する傾向にある
中で、平成19年度における類似団体と
の比較でもなお40人以上は多いことか
ら、さらに削減を続けていく必要がある。

職員住宅料の適正化が図られた。1,324

市民講座等の単発の講座は、市民の意
識・教養を深めるもののみならず、市の
施策の啓発に係るものが含まれ、受講
料を徴収すべきでない講座との線引き
が難しいことや、市長部局で開催する講
座等との講師が重複することから、受講
料の徴収が難しい状況である。このこと
から、長期型の教室等で、受講料の徴
収が可能なものから実施するよう検討
する。

537

308,482 831,083104,860

平成17年７月1日実施
行政のスリム化とともに、定員管理の適正化
が図られ、経費節減が図られた。

平成17年5月～3月までは経過措置として増
加額の2分の１の改定幅とし18年度から完全
実施。

5,3651,527

AA

A

41 職員定数の削減

17年度から10年間
に50人以上の職員
の削減を図る。（病
院医療職員・看護助
手を除く。）

職員住宅料の見
直し

776 1,73842



目標
年度

達成
年度 16 17 18 19 20 計

取組効果額（千円）
特記事項

改革・改善
の内容

達成
評価

取組効果の説明
項目
番号

実　施　状　況
（年度別）

事業名

17

17

17

17

16,2812,726

平成17年6月1日芦別市職員駐車場利
用規則を制定

市施設の職員駐車
場について有料化
を図る。

有料化として市が指定する職員駐車場を利用
する職員（一般職員、準雇員、嘱託職員、臨時
職員）から駐車場利用料を徴収実施。
①舗装施設（月額2,500円）
②未舗装施設（月額1,500円）
③舗装していない施設（月額１，０００円）

13,960A 0 2,941 3,497

2,337

3,767 3,755

①職員旅費の見直し
職員旅費等級 等級を廃止

44

43
職員駐車場の有
料化

平成１７年度有料化
に向け説明会を実
施。団地毎に駐車
場管理組合を設置
し、管理業務の一部
を委託して有料化と
した。
委託料は除雪費に
充てている。

H１８年１月実施
ひばり団地駐車場　　６０戸
緑ヶ丘団地駐車場　１０２戸
あけぼの団地駐車場（１～４号棟）　４８戸
特定優良賃貸住宅渓水団地　４８戸
あげぼの団地駐車場（５号棟）２０戸
H１９年１月実施
ライラック団地駐車場　　　　　　２４戸
あけぼの団地駐車場（６号棟）　２０戸
H２０年１月実施
あかつき団地駐車場　２４戸
みずほ団地駐車場　１０２戸
H２０年４月実施
あけぼの団地駐車場（７号棟）２０戸
H２０年１２月実施
さつき団地駐車場７戸
H２１年１月実施
あかつき第２団地駐車場　２４戸

A

平成17年７月1日実施
１区画　２，５００円で空きがあれば２台目も有
料化している。
管理委託料
団地管理戸数×２５０円×１２月で業務委託。
（団地側では除雪費に使用）
・歳入－管理委託費で算定。

公営住宅駐車場
の有料化

平成17年７月1日実施
駐車場維持管理経費に伴う歳入確保が図ら
れた。

平成17年３月２８日芦別市市営住宅等
管理条例の一部改正。
平成17年６月３０日芦別市市営住宅等
管理施行規則の一部改正。

みずほ団地、あかつき団地、ライラック
団地については、駐車場整備工事を実
施。
あけぼの団地５号棟、６号棟、７号棟及
びさつき団地の駐車場は建替え年度に
整備。

4,569 6,649

17

17

16

16・
17

17

17

―
航空運賃精算方
式の導入

各種割引制度の普
及に伴い、領収書を
添付するなど航空
運賃の実費支給を
図る。

AA

平成１６年４月１日実施
平成１７年４月１日実施
効果額の算定はできないが、厳しい行財政環
境に対応すべく、行政改革の一環として行っ
たもので、経費の節減が図られた。

47
市税等の徴収率
向上対策

「芦別市市税等の特
定の滞納者に対す
る特別措置に関す
る条例」を制定
※特別措置に「氏名
等公表」を盛り込ん
だ条例としては北海
道初。

条例制定後、本条例に基づき特別措置を講じ
た件数はなし。

①千歳東京間は、特定便割引運賃制度を利
用し運賃額の支給に改正（平成16年度実施）
②航空券の運賃額の証明に領収書を添付す
ることとした。（平成16年度実施）
③普通航空運賃の8割の金額と泊数分の宿泊
料を上限とし、見積書を徴し精算することとし
て割安のパック利用に改めることとした。
（平成1７年度実施）

46

45 旅費の見直し
日当について、等級
区分・額の見直しを
行う。

・職員旅費等級の１等級を廃止
・道内日当2,100円を1,500円に改正
・７日を超える研修旅費1,700円を1,500円に改
正
・日当無支給地を空知・上川管内全域に拡大
②三役・市議会議員・消防団等の旅費見直し
・道内日当の額2,400円を1,500円に改正
③非常勤特別職員の旅費見直し
・道内日当の額2,100円を1,500円に改正

平成1６年１２月市議会において芦別市
職員旅費条例等の一部改正

1,464 1,464 5,8561,464

15,511 59,219

平成17年４月1日実施
厳しい行財政環境に対応すべく、行政改革の
一環として行ったもので、経費の節減が図ら
れた。

0

13,280

1,464

13,626

A

　条例制定後、特別滞納者の認定及び
特別措置の絶対条件となっている滞納
処分（財産差押え）を行い、その成果は
滞納者の納税意識の改善や、市税及び
国税の徴収率に成果が生じている。
　一方、未設置となっている「芦別市市
税等滞納審査会」は、改めて市民公募
を周知し、応募及び問い合わせを受け
ており、平成２０年度中に同審査会を設
置する予定となっている。

A 平成１７年４月１日実施 16,802



目標
年度

達成
年度 16 17 18 19 20 計

取組効果額（千円）
特記事項

改革・改善
の内容

達成
評価

取組効果の説明
項目
番号

実　施　状　況
（年度別）

事業名

17

17

18

18

16

平成２０年度から医療構造改革により、
健康診査については実施主体が医療保
険者になったため、削除するなど条例の
一部改正を行った。

平成１６年度～平成１９年度
次世代育成支援という観点からは保護者の経
済的負担増加への配慮の必要性、近年の税

1,005 1,005

21,774 94,169
平成１６年１２月２４日芦別市税賦課徴
収条例の改正

49

芦別市保健業務
（健康診査）の一
部負担金の導入
及び健康診査事
業の見直し

健康診査事業の有
料化を図るととも
に、個人検診の対
象を６５歳以上から
７０歳以上に改め
る。
《市民会議の意見を
検討し、内容一部変
更》

健康診査及び各種検診の一部負担金の見直
し
①健康診査（40歳以上）無料→1,500円
②健康診査（18歳以上40歳未満）
無料→1,500円
③健康診査（18歳以上40歳未満で追加項目
有）4,800円→1,500円（②と同じ内容）
④胃がん及び大腸がん検診の同日検診2,500
円→3,000円（減額しない負担金）
⑤肺がん及び大腸がん検診の同日検診
無料→５００円
健康診査及び骨粗しょう症検診の対象年齢を
18歳以上から20歳以上に改正する予定であっ
たが、対象者の範囲を確保するため現行どお
りとした。

平成18年4月1日実施
平成18年3月27日芦別市健康審査等に係る
費用徴収条例が制定
健康診査事業の有料化を図ることにより、健
康診査事業の費用増大に対処するとともに本
事業の維持継続を図ることができた。

28,625 21,313 22,457平成17年4月1日実施48 市税税率の改正

法人市民税及び都
市計画税の税率を
制限税率に改正す
る。

【法人市民税】
・１号～９号税率改正

【都市計画税】
・税率　０．２％→０．３％改正

A

A

２１
年度
以降

17

17

保育所条例一部改正0 0 0 050
保育料徴収基準
額の見直し

現行の徴収基準を
国に合わせた徴収
基準に改める。

済的負担増加への配慮の必要性、近年の税
制改正（配偶者特別控除廃止、所得定率減税
廃止等）、行政改革市民会議での多くの慎重
論等の理由により据え置きの状況。
平成２０年度
平成２１年４月分以降から３ヶ年で段階的に月
額保育料の引き上げ、所得階層区分の設定
の改正等を図るため、所要の改正を行うよう平
成２０年１２月定例市議会において議決

C

行財政改革の観点から、円滑な保育所運営
をするための財源確保に繋がる。
影響額（見込み）：平成２１年度　　８１０千円
影響額（見込み）：平成２２年度２，９４２千円
影響額（見込み）：平成２３年度７，１４２千円

0 0

51
上下水道料金の
改定

平成１７年４月１日
から、水道料金及び
下水道料金を各１
５％増の改正

平成２０年７月１日
から、下水道料金を
各１２％増の改正

Ｈ１６   水道料金　　　３３０，６４４千円
　　　　 下水道料金 　２２２，４０２千円
H１７   水道料金　　　３７１，６７３千円
　　　　 下水道料金 　２５１，０４１千円
Ｈ１８　 水道料金　　  ３６５，７８９千円
　　　　 下水道料金 　２５９，８８２千円
H１９   水道料金　　　３６３，５６０千円
　　　　 下水道料金 　２５９，０８９千円
H２０   水道料金　　　３４８，４７２千円
　　　 　下水道料金 　３１０，５３５千円

Ａ
料金の値上げにより、経営の安定化を図るこ
とができる。

0 69,668 72,625 69,603 105,961 317,857

平成１６年１２月２４日芦別市水道事業
給水条例及び下水道条例の一部改正

平成２０年３月１８日芦別市下水道条例
の一部改正
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達成
年度 16 17 18 19 20 計
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16

16

16

16

16

16

52

各種情報システ
ムの価格、維持
補修料金の見直
し

価格が適正かどう
か、その内容につい
て、情報管理係と協
議する。

平成１５年度より情報化検討委員会で価格の
適正化等について審議。
総合行政情報システム（e-AD)導入による、汎
用コンピュータの賃貸借料及び漢字プリンタの
通し料の見直し。
平成１８年度
・漢字プリンタ通し料を実績に合わせ減額
平成１９年度
・漢字プリンタ通し料を定額制から従量制に変
更
・総合行政情報システム（e-AD)稼動により、
汎用コンピュータの賃貸借料の減額

Ａ

総合行政情報システム（e-AD)導入により、使
用料及び諸税も管理することになり、汎用コン
ピュータ側のオンライン・ソフトウェアが不要に
なり、賃貸借料を減額。
また、旧システム（CP）では、納付書等の大量
の出力帳票は汎用コンピュターの漢字プリン
タで出力していたが、新システム（e-AD)は独
自に導入したプリンタで出力するため、漢字プ
リンタの通し料を減額。

189 3,393 6,622 10,204 ―

53
補助金団体等の
会議出席時のご
祝儀廃止

補助金団体等の諸
行事・会議後の懇談
会に係るご祝儀を廃
止する。

補助金を支出している団体の諸行事（総会後
の懇親会・ビアパーティ・新年交礼会等）や町
内会での敬老会にかかるご祝儀を廃止した。
平成１６年度～平成２０年度
年間３１５千円×５年＝１，５７５千円減

Ａ
平成１６年４月１日実施
市長交際費が削減された。 315 315 315 315 315 1,575 ―

54
職員勤続表彰の
廃止

職員の勤続２０年及
び３０年表彰を廃止
する。

平成１６年１０月１日実施 Ａ
厳しい行財政環境に対応すべく、行政改革の
一環として行ったもので、経費の削減が図ら
れた。

757 436 329 299 248 2,069
芦別市職員表彰規則の一部改正（平成
17年1月公布）

16

16

16

16

16

16

55
被服貸与の見直
し

女子職員事務服の
被服貸与を廃止す
る。

平成１６年１０月１日実施 Ａ
厳しい行財政環境に対応すべく、行政改革の
一環として行ったもので、経費の削減が図ら
れた。

419 419 419 419 419 2,095
芦別市職員特殊勤務手当支給規則等
の一部改正（平成17年1月公布）

56
消防団長招待懇
親会の廃止

１２月開催の懇親会
を廃止する。

平成１６年１０月１日実施 Ａ 消防団長懇談会の経費が削減された。 22 22 ―

57
消防長・消防団
長交際費の支出
範囲の一部変更

団員と同居する祖
父母の香典を支出
しない。
出初式の祝儀を廃
止する。

平成１６年４月１日実施
消防職・団員親族の葬儀取扱い基準（内規）
改正

Ａ 34 34

22 22 22 110

170消防長、消防団長交際費が削減された。 34 ―34 34
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年度

達成
年度 16 17 18 19 20 計

取組効果額（千円）
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達成
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番号
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事業名

16

16

16

16

58
消防団員の定数
見直し

段階的に団員の定
数減員を図る。
　
平成１６年１０月
２１５名(２０名減）
平成１８年　４月
２０５名（１０名減）

平成１６年１０月に条例改正を行い、平成１８
年４月の実施完了
平成１６年度
①消防団員等公務災害補償等詳細基金負担
金
　 １，９００円×２０名＝　３８，０００円
②消防団員退職報奨金負担金
　１７，２００円×２０名＝３４４，０００円
　　　　　　　　　 　　計　　３８２，０００円
平成１８年度
①消防団員等公務災害補償等詳細基金負担
金
    １，９００円×１０名＝　１９，０００円
②消防団員退職報奨金負担金
　１７，２００円×１０名＝１７２，０００円
　　　　　       　　　計　　１９１，０００円

Ａ
定数を削減したことにより、経費節減が図られ
た。

AA
学校開放事業関係者の理解を得て、報酬の
減額などを実施することができ、経費節減の
上においては大きな効果があった。

1,250

573

1,644

382 382 573

1,260 1,37659
学校体育施設開
放事業の見直し

芦別市消防団条例、芦別市消防団条例
施行規則改正

573

1,635 7,165

個人利用者が減少する一方で、団体か
らの利用要望は増加するなど、さまざま
なニーズがあり、今後も学校開放事業
のあり方について研究・検討していく必
要がある。

2,483

管理指導員の報酬
単価の見直しを行
う。

管理指導員報酬単価の見直しを平成１６年度
に加えて平成１９年度も実施。また、学校の廃
校や利用者の減少に伴い開放日数の見直し
を行った。
○管理指導員報酬単価（１回当たり）
　H15　　　　　３，１１０円
　H16～H18　１，５００円
　H19～H20　１，２００円
○各年度の開放実績日数
　H15　６２５日、H16　５２４日、H17　５１９日

17

16

3,254 230,696 314,209 364,850 511,238 1,424,247合　　計

60
職員事務用椅子
の自己購入の推
奨

職員の健康に配慮
するため、申告によ
り自己資金での椅
子の購入使用を認
める。

芦別市職員事務用椅子私物利用取扱方針を
定め、
平成１７年１月１３日から施行。

【購入・使用者数】
　平成16年度　　　3名
　平成17年度　　　6名
　平成18年度　　　5名
　平成19年度　 　76名
　　　　計       　　90名

A
職員が自己の体調に合わせた椅子を購入し
使用することにより、健康管理を促進すると
ともに、経費の削減を図ることができた。

0 2,250
芦別市職員事務用椅子私物利用取扱
方針（平成１７年１月１３日施行）

125

　H18　４６５日　H19　３９５日

効果額算出対象項目３１項目

75 150

２２項目 AA－３、A-１7、B-1,C-１

1,900



芦別市行財政改革実施計画取組結果報告書（改革事項別）

　 【公共施設の設備及び管理運営】
目標
年度

達成
年度 16 17 18 19 20 計

16

16

17

一部
実施

17星の降る里百年
年間の開館日数の

・繁忙期（5月～10月）毎週月曜日を休館
閑散期（11月～3月）の毎週月 火曜日 平成17年4月1日実施

達成
評価 取組効果の説明事業名

項目
番号

実　施　状　況
（年度別）

改革・改善
の内容

取組効果額（千円）
特記事項

7,0417,041

学校施設の維持管理経費
を削減することができた。
一方で、スクールバスの購
入経費や運行委託料の増
など、経費が増加した。

平成１６年度に策定した小中学校の
統合計画は、校下の児童生徒数を
勘案し、統合を検討することとする
内容であるが、児童生徒の教育環
境や市の財政状況を踏まえ、計画
の見直しを検討する必要がでてきて
いる。

61 A
小中学校の廃合
計画策定

市内小中学校の適
正配置、再編を計画
的に進める。

平成１６年１０月の定例教育委員会議に
おいて策定済み。

旧新城小学校教員住宅は、ヤフー
オークションにより売却

31,111 2,288 38,2594,860B
教職員住宅を含
む学校施設の売
却

教職員住宅を含む学校
施設につき、市内小中
学校の統廃合等により
未使用となった物件及
び郡部にある利用度の
低い物件について、売
却を検討する。

条件が整い次第売却を実施してきた。
H18.2.6　旧ひまわり幼稚園（土地・建物）
H19.9.3　旧新城小学校教員住宅（土地・
建物）
H19.10.24　旧新城小学校グランド（土地）
H20.10.1　常磐小学校旧職員住宅
H20.12.10　　旧新城小学校教員住宅（土
地・建物）

近年、利用されず不要となっ
た土地・建物などの公有財産
については、条件が整い次第
売却することとして実施してき
ており、歳入の確保と維持管
理に要する経費の削減を図る
ことができた。

62

17

17

17

17

17

0 6,769 8,950 33,020 4,197 52,936

1,325 1,325
星の降る里百年
記念館の管理運
営

年間の開館日数の
減少

・閑散期（11月～3月）の毎週月・火曜日
を休館
16年度対比で開館日数を41日減とした。

平成17年4月1日実施

2,336584 584 ―

1,325 1,325 5,300 ―

584 584

0

平成17年4月1日
担当職員が行っていた団体事
務を移管したことにより、軽減
される事務量について、係内
の事務分担の見直しを実施
し、時間外勤務の抑制が図ら
れた。

A

A

A

64
図書館の通年開
館の見直し

休館日を設定するこ
とで管理経費の節減
を図る。

毎週月曜日を休館日と定めた。
平成17年4月1日実施
消耗品費及び光熱水費等
が削減できた。

5項目 A-4,B-1合　　計

66
芦別市文化連盟
事務局の移管

芦別市文化連盟事
務局を団体に移管す
る。

芦別市文化連盟と芦別市文化連盟事務
局業務について、委託契約締結

63



芦別市行財政改革実施計画取組結果報告書（改革事項別）

【継続検討となっている項目】
目標
年度

達成
年度 16 17 18 19 20 計

16

未実施

17

未実施

17 近年、職員住宅に入居する職員が減
少してきており 職員の福利厚生の観

現在も入居者が点在して入居してお

―― ― ― ――

現在、大課大係制を推進しているこ
と、また、部長制の復活等組織機構
が流動的な状態にあることから、現
状では個別専決事項の設定等が困
難により、確定次第見直しを実施す
る。

― ―26
事務の専決規程の
見直し

事務の効率化を図る
ため、係長職に一定
の権限を持たせて専
決できるよう見直しを
図る。

事務の効率化を図るため事務を取り進
めてきたが、組織機構が流動的なこと
から、実施に至っていない。

取組効果額（千円）
特記事項

― ― ― ―― ―

計画どおりではなかったものの、
結果として新たな制度を設けて費
用負担しなくても、一定の勧奨が
推進されたと考える。

達
成
評
価

取組効果の説明

―

本制度は未実施だったが、この計
画期間中に現行制度のまま勧奨退
職した者は１９名と退職者６２名の３
０．６％に上った。

事業名

項
目
番
号

実　施　状　況
（年度別）

21

改革・改善
の内容

勧奨退職制度の導
入

年齢４０歳以上の者に
対する早期勧奨制度
を創設し、職員の新陳
代謝を図る。
※２年間の時限立法

早期勧奨制度を創設し、職員の新陳
代謝を図る目的で、平成１６年度に新
規制度及び職員給与条例の一部改正
を提案し、平成１７年度から実施予定し
ていたが、単独条例の制定はできない
ことが調査の結果判明したため、実施
に至っていない。

未実施

0 0 0 0 0 0合　　計

40
職員住宅の整理、
売却

職員住宅を整理・統
合して売却を図る。

少してきており、職員の福利厚生の観
点からもその必要性の有無について、
検討すべきところではあるが、総務課
との協議がされない状況である。

現在も入居者が点在して入居してお
り、職員組合への提示・交渉もされ
ておらず、総務課サイドにおいて売
却の方針決定がされていないため。

― ―― ―― ― ― ―



芦別市行財政改革実施計画取組結果報告書（改革事項別）

【未実施として削減した項目】
目標
年度

達成
年度 16 17 18 19 20 計

18

18・20

17

17

16

16

19

19

― ―5
生きがいバス・
福祉バスの有料
化

生きがいバス・福祉バス
の有料化の可否につい
て検討

他市の状況から有料化を実施している所
はないとの見解から見合わせることとす
る。

平成1７年３月行革推進本
部会議で行財政改革項目
から削除

―15

―

― ―再検討 ― ― ―

事業名
項目
番号

実　施　状　況
（年度別）

2
市有車両の売却
による各種業務
委託

道路清掃・除排雪等道
路維持業務、し尿・ごみ
収集業務等について検
討

車両を売却し委託した場合は、5年後に再
度入札の際に随意契約が必要となること
から、現状どおりとする。

取組効果額（千円）
特記事項

改革・改善
の内容

達成
評価 取組効果の説明

―

―

―― ―

― ―

―

―

―

―
平成1７年３月行革推進本
部会議で行財政改革項目
から削除

―― ―

―

――

し尿収集の見直
し

収集業務の民営化につ
いて検討

法的に民営化は難しい。 ―

16
浄水場の民間委
託

浄水場の運転管理・維
持管理の民間委託につ
いて検討

市内業者で委託業務を受託できる業者が
なかったこと。また、万が一事故が発生し
た場合、行政側に指導する職員が必要と
判断したことから、直営で実施することと
する。

――

協議した結果、市民会館横の市民駐車場
は道路用除雪機械により業務を行ってい

駅前駐車場は、「芦別市駐
車場条例」に規定する施設

――
平成18年11月行革推進本
部会議で行財政改革項目
から削除

―

17

未実施

16

18

0 0 0 0 0 0合　　計

――65
電子計算業務の
民間委託

自己開発システムの
パッケージ導入化により
大型汎用コンピュターを
撤去。電算業務の民間
委託を図る。

パッケージ導入は、大きな法改正及び財
政状況により順次導入。民間委託は、内
部協議が整い次第、民間委託を導入。

― ― ――
見積りの結果、委託料が
莫大となるため未実施とし
て削除

― ―

― ―― ―27
市民駐車場管理
体制の一元化

駅前南北駐車場と市民
駐車場の管理体制の一
元化により経費節減を
図る。

は道路用除雪機械により業務を行ってい
るが、駅前南北駐車場は、位置的に除雪
経路ではなく、また、入り口の幅員に制限
があるため小型のショベルが別途必要と
なる。
このことから、効率が悪くなるほか委託料
は減額とならない。さらに、道路維持管理
組合へ委託しても、諸経費率が割高にな
るとの結論に達したことから、行革項目か
ら削除することとする。

―

車場条例」に規定する施設
であり、本条例を所管する
部署が２つにまたがってい
ることが、組織として問題
を抱えていることも事実で
あるため、今後別の観点に
立ち、管理の一元化につ
いて検討いていくこととす
る。

―

6項目

― ―
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